
令 和 ７ 年 ６ 月 ９ 日 

令 和 ７ 年 

第 ２ 回 大 分 市 議 会 定 例 会 議 案 

大 分 市 



議 案 番 号 題 名

議第 ７３ 号  大分市市民行政センター条例等の一部改正について 

議第 ７４ 号  大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について 

議第 ７５ 号  大分市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 

議第 ７６ 号  大分市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

議第 ７７ 号  大分市税条例等の一部改正について 

議第 ７８ 号  大分市障害者自立支援協議会条例の一部改正について 

議第 ７９ 号  大分いこいの道広場条例の一部改正について 

議第 ８０ 号  大分市医療扶助審議会条例の廃止について 

議第 ８１ 号  市有財産の処分について 

議第 ８２ 号  工事請負契約の締結について（大分市立荏隈小学校屋内運動

場長寿命化改修工事） 

議第 ８３ 号  工事請負契約の締結について（大分市立別保小学校屋内運動

場長寿命化改修工事） 

議第 ８４ 号  市道路線の認定について 

報第 ９ 号  専決処分した事件の承認について 

（大分市税条例の一部改正について） 

報第 １０ 号  専決処分した事件の承認について 

（大分市国民健康保険税条例の一部改正について） 



議第 ７３ 号 

大分市市民行政センター条例等の一部改正について 

大分市市民行政センター条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也

大分市市民行政センター条例等の一部を改正する条例 

（大分市市民行政センター条例の一部改正） 

第１条 大分市市民行政センター条例（平成１７年大分市条例第２９号）の一

部を次のように改正する。 

  第１０条第３号及び第１３条第１号中「き損する」を「毀損する」に改め

る。 

  第１４条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

センターの名称 施設名 使用料 備考 

大分市鶴崎市民

行政センター 

多目的ルーム １時間につき ４７０円  使用時間に１時

間未満の端数があ

るとき、又はその

使用時間が１時間

未満のときは、１

時間とする。 

会議室１ １時間につき ３２０円 

会議室２ １時間につき ２５０円 

大分市稙田市民

行政センター 

多目的ルーム １時間につき ４５０円 

会議室１ １時間につき ３６０円 

会議室２ １時間につき ２８０円 

（大分市市民センター条例の一部改正） 

第２条 大分市市民センター条例（平成２０年大分市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

  第１０条第３号及び第１３条第１号中「き損する」を「毀損する」に改め



る。 

  第１４条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表中 

「 

１時間につき 

４２０円 

」を 

「 

１時間につき 

２６０円 

」に、 

「 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

２ 冷暖房設備を使用する場合は、１時間につき１２０円を加算

する。 

」を 

「 

使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が

１時間未満のときは、１時間とする。 

」に改

める。 

（ホルトホール大分条例の一部改正） 

第３条 ホルトホール大分条例（平成２３年大分市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

  第１０条第３号及び第１３条第１号中「き損する」を「毀損する」に改め



る。 

  第１４条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  第３４条各号列記以外の部分中「すべて」を「全て」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

施
設
名

使用時間 

 

区分 

使用料 

摘要 

午前 午後 夜間 全日 延長 

9:00 

~ 

12:00 

13:00 

~ 

17:00 

18:00 

~ 

22:00 

9:00 

~ 

22:00 

12:00 

~13:00 

17:00 

~18:00 

市
民
ホ
ー
ル

大ホ

ール

（ホ

ワイ

エ付

き） 

平日 

入場料等を徴収しな

い場合 
39,360円 52,390円 62,900円 131,500円 13,160円 

１ 大ホール又は小ホールを、仕込み、リハ

ーサル又は撤去のために使用する場合は、

左記使用料の額の半額とする。 

２ 祝日とは、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日

をいう。 

３ 入場料等とは、入場料、会費、会場整理

費等の入場することに関し徴収される入

場の対価その他これらに類するものをい

い、その額に段階を設定している場合は、

最高額をもって入場料等の額とする。 

４  大ホール又は小ホールを午前若しくは

午後の時間帯の後又は午後若しくは夜間

の時間帯の前において使用時間を延長し

て使用する場合は、延長の欄の金額（仕込

み、リハーサル又は撤去のために使用時間

を延長して使用する場合にあっては、その

半額）を加算する。ただし、午前及び午後

又は午後及び夜間の時間帯に連続して使

用する場合は、これらの間の時間帯に係る

延長の欄の金額は、加算しない。 

５  大ホール又は小ホールを午前の時間帯

の前又は夜間の時間帯の後（全日の時間帯

で使用する場合における当該時間帯の前

後を含む。次項において同じ。）において

使用時間を延長（３０分以内の延長に限

る。）して使用する場合（仕込み、リハー

サル又は撤去のために使用時間を延長し

て使用する場合を除く。）は、延長の欄に

掲げる額に相当する額を加算する。 

６  大ホール又は小ホールを午前の時間帯

の前又は夜間の時間帯の後において、仕込

み、リハーサル又は撤去のために使用時間

を延長して使用する場合（前項の規定によ

る加算をする場合にあっては、午前の時間

帯の前又は夜間の時間帯の後の１時間を

超える時間帯において、仕込み、リハーサ

ル又は撤去のために使用時間を延長して

使用する場合）は、１時間（使用時間に１

時間未満の端数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、１時間とす

る。）につき、延長の欄に掲げる額の半額

に相当する額を加算する。 

７ 楽屋、ホワイエ（単独使用）又はスタジ

オを使用する場合において、使用時間に１

時間未満の端数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、１時間とす

入場料等 1 円以上

1,000 円以下 
56,180円 74,920円 89,850円 187,820円 18,730円 

入場料等 1,001 円

以上 2,000 円以下 
78,720円 104,920円 125,790円 263,000円 26,200円 

入場料等 2,001 円

以上 3,000 円以下 
89,850円 119,850円 143,770円 300,460円 29,990円 

入場料等 3,001 円

以上 
101,130円 134,920円 161,750円 338,050円 33,660円 

土曜、日

曜、祝日 

入場料等を徴収しな

い場合 
47,210円 62,900円 75,430円 157,820円 15,690円 

入場料等  1 円以上

1,000 円以下 
67,460円 89,850円 107,830円 225,400円 22,530円 

入場料等  1,001 円

以上 2,000 円以下 
94,410円 125,790円 150,980円 315,520円 31,510円 

入場料等  2,001 円

以上 3,000 円以下 
107,950円 143,770円 172,500円 360,700円 35,940円 

入場料等  3,001 円

以上 
121,370円 161,750円 194,150円 405,760円 40,490円 

第１楽屋 1時間につき750円 

第２楽屋、第３楽屋 1時間につき370円 

第４楽屋、第５楽屋 1時間につき250円 

ホワイエ（単独使用） 1 時間につき 5,800 円 

小ホ

ール 

平日 

入場料等を徴収しな

い場合 
8,240円 10,950円 13,140円 27,560円 2,700円 

入場料等  1 円以上

1,000 円以下 
11,710円 15,710円 18,800円 39,270円 3,860円 

入場料等  1,001 円

以上 2,000 円以下 
16,360円 22,010円 26,270円 54,980円 5,400円 

入場料等  2,001 円

以上 3,000 円以下 
18,800円 25,110円 30,130円 62,840円 6,300円 

入場料等  3,001 円

以上 
21,110円 28,330円 33,860円 70,690円 7,080円 

土曜、日

曜、祝日 

入場料等を徴収しな

い場合 
9,780円 13,140円 15,840円 32,970円 3,220円 

入場料等  1 円以上

1,000 円以下 
14,030円 18,800円 22,530円 47,130円 4,630円 

入場料等  1,001 円

以上 2,000 円以下 
19,700円 26,270円 31,550円 65,940円 6,560円 

入場料等  2,001 円

以上 3,000 円以下 
22,410円 30,130円 36,050円 75,460円 7,470円 



入場料等  3,001 円

以上 
25,230円 33,860円 40,560円 84,870円 8,370円 

る。 

第６楽屋、第７楽屋 1 時間につき 250 円 

スタジオＡ 1時間につき630円 

スタジオＢ 1時間につき310円 

スタジオＣ 1時間につき220円 

大
分
市
総
合
社
会
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー

障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
プ
ー
ル

個人使用 

障害者 無料 １ 障害者とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている

者 

⑵ 厚生労働大臣の定めるところにより

療育手帳の交付を受けている者 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条第２項の規定により精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者 

⑷ 前３号に掲げる者とその障害の程度

が同程度であると市長が認める者 

⑸ その他市長が適当と認める者

２ 高齢者とは、本市に住所を有する６５歳

以上の者をいう。 

３ 大人とは、高校生等以外の者（福祉交流

ひろばを使用する場合にあっては、障害

者、高齢者及び高校生等以外の者）をいう。 

４ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある者をい

う。 

５  第１項及び第２項に定める者並びに前

項に定める者のうち本市に住所を有する

ものには、その介護人、介助者、同伴する

保護者等を含む。 

６  使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

７ 福祉交流ひろばをスポーツ、レクリエー

ションで全面又は２分の１面を使用する

場合において、本市に住所を有しない高校

生等及び大人が同時に使用する場合の使

用料は、使用する人数の半数以上が本市に

住所を有しない高校生等である場合に限

り、本市に住所を有しない高校生等が使用

する場合の使用料とする。 

８ 福祉交流ひろばをスポーツ、レクリエー

ション以外で全面使用をする場合におい

て、高校生等及び大人が同時に使用する場

合の使用料は、使用する人数の半数以上が

高校生等である場合に限り、高校生等が使

用する場合の使用料とする。 

一般利用者 

大人 1回につき160円 

高校生等 1回につき80円 

回数券（１１枚つづり） 

大人 1,600円 

高校生等 800円 

福

祉

交

流

ひ

ろ

ば 

ス ポ ー

ツ、レク

リエーシ

ョンでの

全面使用 

障害者、高齢者及び

本市に住所を有する

高校生等 

無料 

一般利用者 

大人 1時間につき1,740円 

本市に住所を有しない高

校生等 
1時間につき870円 

ス ポ ー

ツ、レク

リエーシ

ョンでの

２分の１

面使用 

障害者、高齢者及び

本市に住所を有する

高校生等 

無料 

一般利用者 

大人 1時間につき870円 

本市に住所を有しない

高校生等 
1時間につき430円 

ス ポ ー

ツ、レク

リエーシ

ョン以外

での全面

使用 

障害者、高齢者 1 時間につき 2,360 円 

一般利用者 

大人 1 時間につき 4,810 円 

高校生等 1 時間につき 2,400 円 

健
康
プ
ラ
ザ

キッチンスタジオ 1 時間につき 1,260 円 １ 大人とは、高校生等以外の者をいう。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある者をい

う。 トレーニ

ングルー

ム 

個人使用 

大人 
2時間につき460円 

2時間を超えた場合30分までごとに160円 

高校生等 
2時間につき230円 

2時間を超えた場合30分までごとに80円 

回数券（１１枚つづ

り） 

大人 4,600円 

高校生等 2,300円 

ヘルスアップルーム 1 時間につき 1,260 円 

会
議
室

大会議室 1時間につき4,060円 

３０２会議室、３０３会議室 1時間につき1,220円 

２０１会議室、２０２会議室、

４０２会議室（和室）、４０８

会議室、４０９会議室 

1時間につき800円 

３０４会議室、４０１会議室

（和室）、４０３会議室、４０

４会議室、４０５会議室、４

１０会議室 

1時間につき560円 



３０１会議室、４０６会議室、

４０７会議室 
1時間につき400円 

大
分
市
産
業
活
性
化
プ
ラ
ザ

セミナールームＬ 1時間につき1,230円 
１  使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

２  使用許可期間の最初の日又は使用許可

期間の最後の日が月の途中であるときは、

その月の使用料は、日割り計算による。 

３  使用期間が通算して１２月までの間に

おける創業支援ルームの使用料は、左記使

用料の額の半額とする。 

セミナールームＳ 1時間につき830円 

創業支援ルームＡ 1 月につき 25,980 円 

創業支援ルームＢ 1 月につき 13,200 円 

創業支援ルームＣ 1 月につき 4,920 円 

駅
南
屋
上
公
園

行商、出店、募金その他これ

らに類する行為 
1 平方メートル 1 日につき 30 円 

業としての写真又は映画の撮

影 

常時写真機 1 台 1 月につき 1,520 円 

臨時写真機 1 台 1 日につき 150 円 

興行 1 平方メートル 1 日につき 15 円 

競技会、展示会、博覧会、集

会及び各種行事その他これら

に類する催しのための全部又

は一部の独占利用 

1 平方メートル 1 日につき 7 円 

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

５０平方

メートル

未満 

非営利目的使用 3時間につき1,260円 使用時間に３時間未満の端数があるとき、

又はその使用時間が３時間未満のときは、３

時間とする。 営利目的使用 3時間につき2,520円 

５０平方

メートル

以上１０

０平方メ

ートル未

満 

非営利目的使用 3時間につき2,520円 

営利目的使用 3時間につき5,020円 

１００平

方メート

ル以上２

００平方

メートル

未満 

非営利目的使用 3時間につき5,030円 

営利目的使用 3時間につき10,060円 

２００平

方メート

ル以上３

００平方

メートル

未満 

非営利目的使用 3時間につき7,550円 

営利目的使用 3時間につき15,090円 

３００平

方メート

ル以上

非営利目的使用 3時間につき10,090円 

営利目的使用 3 時間につき 20,180 円 

駐車場 30 分までごとに 100 円 

最初の３０分（規則で定める者にあって

は、規則で定める時間）以内の駐車について

は、無料とする。 

（コンパルホール条例の一部改正）

第４条 コンパルホール条例（昭和６０年大分市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１０条第２号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１４条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 



⑴ ホール等使用料

単位 円 

使用時間 

区分 

使用料 

摘要 9:00 

~ 

12:00 

13:00 

~ 

17:00 

18:00 

~ 

22:00 

9:00 

~ 

17:00 

13:00 

~ 

22:00 

9:00 

~ 

22:00 

文化ホール（ホ

ワイエ及び楽屋

付き） 

20,280 30,410 40,560 50,690 70,980 91,260 

１ 文化ホールをリハーサル又は準備のため使用する場

合は、左記の使用料の５割に相当する額（１０円未満

切捨て）とする。 

２ 使用許可時間を延長して使用する場合は、１時間

（３０分以上は、１時間とする。以下この項において

同じ。）につき、直近使用料（使用許可の時間を９時

から１２時まで、１３時から１７時まで又は１８時か

ら２２時までの時間帯に区分したときに、延長使用の

時間に接する当該区分した時間帯の使用料をいう。）

の３割に相当する額（１０円未満切捨て）を加算する。

ただし、文化ホールをリハーサル又は準備のため使用

するときは、１時間につき、６,０８０円を加算する。 

ホワイエ 3,040 4,570 6,100 7,620 10,680 13,740 

多目的ホール 17,760 26,650 35,530 44,410 62,180 79,950 

特別会議室１ １時間につき 940 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使

用時間が１時間未満のときは、１時間とする。  特別会議室２ １時間につき 610 

茶

室 

全室（立礼席

を含む。） 
１時間につき 1,080 

大室 １時間につき 420 

中室 １時間につき 250 

小室 １時間につき 210 

会

議

室 

特大（100平方

メ ー ト ル 以

上） 

１時間につき 1,320 

大（ 70平方メ

ー ト ル 以 上

100 平 方 メ ー

トル未満） 

１時間につき 760 

中（ 50平方メ

ートル以上 70

平方メートル

未満） 

１時間につき 560 

小（ 50平方メ

ートル未満） 
１時間につき 400 

集会室 １時間につき 1,540 

視聴覚室 １時間につき 760 

美術工芸室 １時間につき 450 

和室 １時間につき 450 

調理実習室 １時間につき 450 

市民ギャラリー １日につき 7,540 

音楽練習室 １時間につき 470 

リハーサル室 １時間につき 560 

楽屋１ １時間につき 400 

楽屋２ １時間につき 400 

楽屋３ １時間につき 560 

市民プラザ １時間につき 900 

⑵ 駐車場使用料

３０分（屋外駐車場に係る午後１０時から翌日午前８時までの駐車（以



下「夜間駐車」という。）にあっては、６０分）までごとに１００円。た

だし、最初の３０分以内の駐車（夜間駐車を除く。）については、無料と

する。 

⑶ 市民体育館使用料

単位 円 

区分 単位 金額 摘要 

体
育
室

専
用
使
用

フロア全部の使用である場合 １時間
一般 7,000 １ 必要体育器具の使用料を含む。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

３ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

４ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

５ 高校生等及び一般の者が同時に使用する場合の使用料は、使

用する人数の半数以上が高校生等である場合に限り、高校生等

が使用する場合の使用料とする。 

６  左記の使用料により難い場合であって市長が特に必要があ

ると認めるときは、左記の使用料の額を基準として市長が別に

定める額を使用料とする。 

高校生等 3,500 

フロアの２分の１の使用である場合 １時間
一般 3,500 

高校生等 1,750 

フロアの３分の１の使用である場合 １時間
一般 2,420 

高校生等 1,210 

スポーツ以外に使用する場合 １時間

一般 19,270 

高校生等 9,630 

個
人
使
用

バドミントン 

一般 １面１時間 570 １ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

４ 高校生等及び一般の者が同時に使用する場合の使用料は、使

用する人数の半数以上が高校生等である場合に限り、高校生等

が使用する場合の使用料とする。 

高校生等 １面１時間 280 

卓球 

一般 １台１時間 280 

高校生等 １台１時間 140 

ランニングコー

ス 

一般 １人 １時間 70 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

２ 市民体育館の他の施設（会議室を除く。）を使用する場合に

あっては、無料とする。 

３ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

４ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

高校生等 １人 １時間 30 

卓球室 
一般 １台 １時間 180 １ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

４ 卓球室及び柔剣道場（専用使用をする場合に限る。）におい

て、高校生等及び一般の者が同時に使用する場合の使用料は、

使用する人数の半数以上が高校生等である場合に限り、高校生

等が使用する場合の使用料とする。 

高校生等 １台 1時間 90 

柔

剣

道

場 

専用

使用 

フロア全部の使用である場合 １時間
一般 920 

高校生等 460 

フロアの２分の１の使用である場合 １時間
一般 460 

高校生等 230 

柔剣道以外に使用する場合 １時間 
一般 3,700 

高校生等 1,850 

個人

使用 

一般 １人 １時間 80 

高校生等 １人 1時間 40 

ト レ ー

ニ ン グ

室 

一般 １人 ２時間 360 １ 使用時間に２時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が２時間未満のときは、２時間とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

高校生等 １人 ２時間 180 

回数券（１１枚つづり） 

一般 3,600 

高校生等 1,800 

会
議
室

中 １時間 560 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が

１時間未満のときは、１時間とする。 

小 １時間 400 



（平和市民公園能楽堂条例の一部改正） 

第５条 平和市民公園能楽堂条例（平成元年大分市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

  第９条第３号及び第１１条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１３条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

単位 円 

使用時間 

区分 

使用料 

９：００～ 

１２：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１８：００～ 

２１：３０ 

９：００～ 

１７：００ 

１３：００～ 

２１：３０ 

９：００～ 

２１：３０ 

舞台 

入場料を徴

収しない場

合 

平日 １６,８２０ ２２,５１０ ２１,７８０ ３９,３３０ ４４,３００ ６１,１２０ 

土・日・

休日 
１９,８５０ ２６,７４０ ２５,７８０ ４６,６００ ５２,５３０ ７２,３８０ 

入場料を徴

収する場合 

平日 ３３,６４０ ４５,０２０ ４３,５６０ ７８,６６０ ８８,６００ １２２,２４０ 

土・日・

休日 
３９,７００ ５３,４８０ ５１,５６０ ９３,２００ １０５,０６０ １４４,７６０ 

見所 

入場料を徴

収しない場

合 

平日 ２０,８７０ ２７,８７０ ２７,５１０ ４８,７４０ ５５,３８０ ７６,２５０ 

土・日・

休日 
２５,４５０ ３３,９００ ３３,６６０ ５９,３６０ ６７,５７０ ９３,０３０ 

入場料を徴

収する場合 

平日 ４１,７４０ ５５,７４０ ５５,０２０ ９７,４８０ １１０,７６０ １５２,５００ 

土・日・

休日 
５０,９００ ６７,８００ ６７,３２０ １１８,７２０ １３５,１４０ １８６,０６０ 

楽屋（１部屋につ

き） 

平日 １,０９０ １,４８０ １,４２０ ２,５７０ ２,９００ ４,０００ 

土・日・

休日 
１,３００ １,７４０ １,６８０ ３,０５０ ３,４３０ ４,７４０ 

ロビー 

平日 ４,４４０ ５,９３０ ５,７５０ １０,３７０ １１,６９０ １６,１３０ 

土・日・

休日 
５,２４０ ７,０６０ ６,８１０ １２,３１０ １３,８８０ １９,１３０ 

（大分市宇曽山荘条例の一部改正） 

第６条 大分市宇曽山荘条例（平成１６年大分市条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第３号及び第１０条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１１条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表１宿泊室使用料の項を次のように改める。 

  １ 宿泊室使用料 



区分 使用料 備考 

宿泊して

使用する

場合 

特別室 一般 １人１泊につき 

６,０６０円 

１ 一般とは、高校生等以外の

者をいう。 

２ 高校生等とは、１８歳に達

する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。 

３ 日帰りで使用する場合にお

いて、使用時間に１時間未満

の端数があるとき、又はその

使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

４ 日帰りで使用する場合にお

いて、高校生等及び一般の者

が同時に使用する場合の使用

料は、使用する人数の半数以

上が高校生等である場合に限

り、高校生等が使用する場合

の使用料とする。 

高校生等 １人１泊につき 

３,０３０円 

和室及び洋室 一般 １人１泊につき 

４,５４０円 

高校生等 １人１泊につき 

２,２７０円 

日帰りで

使用する

場合 

特別室、和室及び

洋室 

一般 １時間につき 

２８０円 

高校生等 １時間につき 

１４０円 

別表２研修室使用料の項中「４４０円」を「６６０円」に、「２２０円」を

「３３０円」に改め、同表３ホール使用料の項中「１,１００円」を「１,５５０

円」に、「５５０円」を「７７０円」に改め、同表４テニスコート使用料の項

を次のように改める。 

  ４ テニスコート使用料 

区分 使用料 照明施設使用料 備考 

テニス

コート 

一般 １面１時間につ

き ４４０円 

１面１時間につ

き ４４０円 

１ 使用時間に１時間未満の端数がある

とき、又はその使用時間が１時間未満

のときは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、最高入場

料金の５０人分を加算するものとす

る。 

３ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 
高校生

等 

１面１時間につ

き ２２０円 

１面１時間につ

き ２２０円 



４ 高校生等とは、１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある

者をいう。 

５ 高校生等及び一般の者が同時に使用

する場合の使用料は、使用する人数の

半数以上が高校生等である場合に限

り、高校生等が使用する場合の使用料

とする。 

（のつはる天空広場条例の一部改正） 

第７条 のつはる天空広場条例（令和２年大分市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

区分 施設名 単位 使用料 摘要 

展望広場 １時間 ４６０円 １ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又

はその使用時間が１時間未満のときは、１時間

とする。 

２ 入場料（前売券面額をいい、前売券のない場

合は、行事の当日に入場者から領収する金額を

いう。）又は会費を徴収して使用する場合は、

最高入場料金又は最高会費の５０人分を加算す

るものとする。 

多目的

広場 

第１グラウンド １時間 ２,０２０円 

第２グラウンド １時間 ４６０円 

ステージ １時間 ３３０円 

多目的ルーム １時間 ５９０円 

控室 １時間 １６０円 

備考 

１ 高校生等が施設（ステージ、多目的ルーム及び控室を除く。）を使

用する場合（高校生等及び高校生等以外の者が同時に使用する場合で

あって、使用する人数の半数以上が高校生等であるときを含む。）の

使用料は、使用料の欄に掲げる額の半額（１０円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

（大分市丹生温泉施設条例の一部改正） 



第８条 大分市丹生温泉施設条例（平成１６年大分市条例第１０５号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第７条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 別表中「３１０円」を「３４０円」に、「３,１００円」を「３,４００

円」に、「１４０円」を「１６０円」に、「１,４００円」を「１,６００

円」に、「７０円」を「８０円」に、「７００円」を「８００円」に改め

る。 

（大分市葬斎場条例の一部改正） 

第９条 大分市葬斎場条例（昭和６２年大分市条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表⑴火葬場（佐賀関火葬場を含む。）使用料の項中 

 「 

５,０００ ４０,０００ 

４,０００ ３２,０００ 

２,０００ １６,０００ 

２,０００ １６,０００ 

２,０００ １６,０００ 

２,０００ １６,０００ 

４,４００ ８,８００ 

３,３００ ６,６００ 

」を 

 「 

１０,０００ ５０,０００ 

８,０００ ４０,０００ 

４,０００ ２０,０００ 

４,０００ ２０,０００ 

４,０００ ２０,０００ 

４,０００ ２０,０００ 

５,０００ １０,０００ 

５,０００ １０,０００ 

」に改め、同表⑵斎場使用料の項（備考以



外の部分に限る。）を次のように改める。 

⑵ 斎場使用料

単位 円 

種別 目的 単位 区分 

使用料 

本市に住所を有

する者 

本市に住所を有

しない者 

式場（祭壇

を使用す

る場合） 

告別式 １室１回につき 

９：００～１６：００ 

久遠の間 

（４００人用） 
１３０,０００ ２６０,０００ 

悠久の間 

（２５０人用） 
７３,５００ １４７,０００ 

無限の間 

（１５０人用） 
５３,５００ １０７,０００ 

紫紺の間 

（６０人用） 
２２,５００ ４５,０００ 

通夜から

告別式ま

で 

１室１回につき 

１６：００～翌日１６：

００ 

久遠の間 

（４００人用） 
２６０,０００ ５２０,０００ 

悠久の間 

（２５０人用） 
１４７,０００ ２９４,０００ 

無限の間 

（１５０人用） 
１０７,０００ ２１４,０００ 

紫紺の間 

（６０人用） 
４５,０００ ９０,０００ 

式場（祭壇

を使用し

ない場合） 

告別式 １室１回につき 

９：００～１６：００ 

久遠の間 

（４００人用） 
２６,０００ ５２,０００ 

悠久の間 

（２５０人用） 
１４,７００ ２９,４００ 

無限の間 

（１５０人用） 
１０,７００ ２１,４００ 

紫紺の間 

（６０人用） 
４,５００ ９,０００ 

通夜から

告別式ま

で 

１室１回につき 

１６：００～翌日１６：

００ 

久遠の間 

（４００人用） 
５２,０００ １０４,０００ 

悠久の間 

（２５０人用） 
２９,４００ ５８,８００ 

無限の間 

（１５０人用） 
２１,４００ ４２,８００ 



紫紺の間 

（６０人用） 
９,０００ １８,０００ 

控室 告別式 １室１回につき 

９：００～１６：００ 

紫紺の間 

（６０人用） 
２１,０００ ４２,０００ 

青磁の間 

（洋３０人用） 
８,０００ １６,０００ 

瑠璃の間 

群青の間 

（和３０人用） 

１２,５００ ２５,０００ 

通夜から

告別式ま

で 

１室１回につき 

１６：００～翌日１６：

００ 

紫紺の間 

（６０人用） 
４２,０００ ８４,０００ 

青磁の間 

（洋３０人用） 
１６,０００ ３２,０００ 

瑠璃の間 

群青の間 

（和３０人用） 

２５,０００ ５０,０００ 

（大分市都市公園条例の一部改正） 

第１０条 大分市都市公園条例（昭和３８年大分市条例第４９号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１金ノ手運動公園の項及び稙田ふれあい公園の項を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第９条関係） 

有料公園施設等の

名称 
単位 金額 摘要 

弓道場 専用使用 １時間 ３７０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 
個人使用 １時間 ３０円 

自由広場 １面 １時間 ３１０円 １ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、最高入場料

金の５０人分を加算するものとする。 

球技場 １時間 ３,２１０円 

会議室 １時間 ５１０円  使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

球場、ソフトボール

場及びグラウンド 

１時間 ４６０円 １ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、最高入場料

テニスコート（津留

運動公園に存する

１面 １時間 １６０円 



ものに限る。） 金の５０人分を加算するものとする。    

テニスコート（津留

運動公園以外に存

するものに限る。） 

１面 １時間 ４４０円 

   

 管理棟 １時間 ３９０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

相撲場 １時間 １１０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

トレ

ーニ

ング

施設 

専用使用 部活動で使用す

る場合 １時間 

１,８００円 １ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 部活動は、中学校等の生徒及び高等学

校等の生徒が学校教育活動の一環で行う

ものに限る。 

部活動以外で使

用する場合 １

時間 

３,６７０円 

個人使用 １人２時間 ４９０円  使用時間に２時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が２時間未満のとき

は、２時間とする。 

回数券 １１枚つづり 

４,９００円 

体育

館 

体育室 フロアの全部の

使用である場合   

 １時間 

１,３２０円 １ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、最高入場料

金の５０人分を加算するものとする。 

 

フロアの２分の

１の使用である

場合 １時間 

６６０円 

バドミントン１

面 １時間 

２２０円 

卓球台 １台 

１時間 

１１０円 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 １時

間 

２,６４０円 

会議室 １時間 ３９０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

南大

分体

育館 

体育

室 

専用使用 フロアの全部の

使用である場合 

 １時間 

３,０８０円 １ 必要体育器具の使用料を含む。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

３ 入場料を徴収する場合は、最高入場料

金の７０人分を加算するものとする。 

 

フロアの２分の

１の使用である

場合 １時間 

１,５４０円 

アマチュアスポ

ーツ以外に使用

する場合 １時

間 

８,１４０円 

個人使用 バド

ミン

トン 

１面 １時

間 

４４０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 



卓球 １台 １時

間 

２２０円 

１人１時間 １００円 

トレーニング

室 

１人２時間 ３３０円 使用時間に２時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が２時間未満のとき

は、２時間とする。 
回数券 １１枚つづり 

３,３００円 

オリエンテー

ション室 

１時間 ４９０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

附属設備 市長が規則で定

める額 

 

南大分温水プール １人１回 ３６０円  

回数券 １１枚つづり 

３,６００円 

 

日吉原レジャープ

ール 

１人１回 ７９０円  

回数券 １１枚つづり 

７,９００円 

チャイルドハウス １室 １時間 ４５０円  使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

球場、グラウンド及

び球技場照明施設 

１時間 ２,４７０円 １ 照明施設の使用は、２１時までとする。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

 

自由広場照明施設 １時間 １,６３０円 

テニスコート照明

施設 

１面 １時間 ２２０円 

備考 

１ 高校生等が有料公園施設（会議室、管理棟、トレーニング施設（部

活動で使用する場合に限る。）、オリエンテーション室、附属設備及

びチャイルドハウスを除く。）を使用する場合（高校生等及び高校生

等以外の者が同時に使用する場合であって、使用する人数の半数以上

が高校生等であるときを含む。）の使用料は、金額の欄に掲げる額の

半額（１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 



第１１条 大分市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２中 

「 

自由広場 １面 １時間 ３１０円

」を 

「 

自由広場 １面 １時間 ４６０円

」に、 

「 

球場、ソフトボール場

及びグラウンド

１時間 ４６０円 １ 使用時間に１時間未満の端

数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、

１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、

最高入場料金の５０人分を加

算するものとする。

テニスコート（津留運

動公園に存するものに

限る。）

１面 １時間 １６０円

テニスコート（津留運

動公園以外に存するも

のに限る。）

１面 １時間 ４４０円

管理棟 １時間 ３９０円  使用時間に１時間未満の端数

があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間

とする。

」を 

「 

球場、ソフトボール場

及びグラウンド

１時間 ４６０円 １ 使用時間に１時間未満の端

数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、

１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、

最高入場料金の５０人分を加

算するものとする。

テニスコート １面 １時間 ４４０円

管理棟 １時間 ３９０円 使用時間に１時間未満の端数

があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間

とする。

」に、 



 「 

球場、グラウンド及

び球技場照明施設 

１時間 ２,４７０円 １ 照明施設の使用は、２１時

までとする。 

２  使用時間に１時間未満の

端数があるとき、又はその使

用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

自由広場照明施設 １時間 １,６３０円 

テニスコート照明施

設 

１面 １時間 ２２０円 

」を 

 「 

球場、グラウンド、

自由広場及び球技場

照明施設 

１時間 ２,４７０円 １ 照明施設の使用は、２１時

までとする。 

２ 使用時間に１時間未満の端

数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、

１時間とする。 テニスコート照明施

設 

１面 １時間 ４４０円 

」に 

 改める。 

第１２条 大分市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２南大分体育館の部中「３,０８０円」を「３,５００円」に、

「１,５４０円」を「１,７５０円」に、「８,１４０円」を「１４,９９０

円」に、「４４０円」を「４３０円」に、「２２０円」を「２１０円」に、

「１００円」を「１１０円」に改める。 

（大分市高崎山自然動物園条例の一部改正） 

第１３条 大分市高崎山自然動物園条例（平成１５年大分市条例第３９号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

１ 動物園入園料 



区分 個人入園料 団体入園料 

（２０人以上） 

一般 １人 ５００円 １人 ４００円 

高校生等 １人 ２５０円 １人 ２００円 

次の各号のいずれかに該当する者は、無料とする。 

⑴ 市内の小中学校等（学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育

学校、中等教育学校（前期課程に限る。）及び特別支

援学校（小学部及び中学部に限る。）をいう。以下同

じ。）に在学する者、市内に住所を有し、小中学校等

に在学する者及びこれらに準ずる者 

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第

１項第１号に規定する乳児及び同項第２号に規定する

幼児（以下「乳児等」という。） 

備考 

１ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

２ さるっこレール使用料 

区分 使用料 

一般 １人１乗車につき １６０円 

高校生等 １人１乗車につき ８０円 

ただし、乳児等は、無料とする。 

備考 

１ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

３ １乗車とは、１回の乗車をいう。ただし、往復１回の乗車は、１乗

車とみなす。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１３条関係） 



１ 高崎山おさる館等使用料（研修室を除く。） 

行為の区分 使用料 

行商、出店、募金その他これらに類する行

為 

１平方メートル １日につき 

３０円 

興行 １平方メートル １日につき 

１５円 

競技会、展示会、博覧会その他これらに類

する催しにより、高崎山おさる館等の全部

又は一部を独占して使用する行為 

１平方メートル １日につき 

７円 

２ 高崎山おさる館研修室使用料 

１時間につき ２６０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が１時

間未満のときは、１時間とする。 

（祝祭の広場条例の一部改正） 

第１４条 祝祭の広場条例（令和元年大分市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第１項第３号中「興業」を「興行」に改める。 

  第５条第１項第４号中「これら」を「これ」に改める。 

  別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

使用料 許可単位区画 利用区分 金額 

広場Ａ 

一般利用 時間１区分 ４,９６０円 

商業利用 時間１区分 ２１,２４０円 

広場Ｂ 

一般利用 時間１区分 ９,６４０円 

商業利用 時間１区分 ４１,３２０円 

附属設備等 規則で定める額 

占用料 大分市道占用料条例（昭和４０年大分市条例第２０号）に規定する占用料の

例による。 



備考 

１ 許可単位区画とは、第４条第２項の規定により市長が定める区画を

いい、行為の許可は、許可単位区画ごとにこれを行う。 

２ 利用区分のうち、商業利用とは許可に係る行為において収入を伴う

ものをいい、一般利用とは商業利用以外の行為をいう。 

３ 時間１区分とは、９時から１３時まで（以下「午前」という。）、

１３時から１７時まで（以下「午後」という。）又は１７時から２１

時まで（以下「夜間」という。）のいずれかの時間区分をいう。 

４ 時間１区分は、午前、午後又は夜間の使用をもってそれぞれ１回と

する。 

（大分市大分駅前広場条例の一部改正） 

第１５条 大分市大分駅前広場条例（平成２７年大分市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  第４条第１項第３号中「興業」を「興行」に改める。 

  第５条第１項第６号中「これら」を「これ」に改める。 

  第１０条第３号及び第１３条第１項中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係） 

使用料 許可単位区画 利用区分 金額 摘要 

北口駅前広場

（広場①） 

一般利用 
時間１区分 ８,０００円 連続する複数の日に

わたって広場を使用す

る場合（許可を受けた

同一の行為について、

早朝区分を除く連続す

る時間区分について使

用する場合に限る。）

にあっては、２日目以

降の早朝区分に係る使

早朝区分 ４,０００円 

商業利用 時間１区分 ３４,３２０円 

北口駅前広場

（広場②） 

一般利用 
時間１区分 ５,９６０円 

早朝区分 ２,９８０円 

商業利用 時間１区分 ２５,５６０円 

北口駅前広場

（広場③） 

一般利用 
時間１区分 ２,８８０円 

早朝区分 １,４４０円 

商業利用 時間１区分 １２,３２０円 



南口駅前広場 
一般利用 

時間１区分 ３,４４０円 用料は徴収しない。 

早朝区分 １,７２０円 

商業利用 時間１区分 １４,７２０円 

附属設備等 規則で定める額 

占用料 大分市道占用料条例（昭和４０年大分市条例第２０号）に規定する占用料の例によ

る。 

備考 

１ 許可単位区画とは、第４条第２項の規定により市長が定める区画を

いい、行為の許可は、許可単位区画ごとにこれを行う。 

２ 利用区分のうち、商業利用とは許可に係る行為において収入を伴う

ものをいい、一般利用とは商業利用以外の行為をいう。 

３ 時間１区分とは、９時から１３時まで（以下「午前」という。）、

１３時から１７時まで（以下「午後」という。）又は１７時から２１

時まで（以下「夜間」という。）のいずれかの時間区分をいう。 

４ 時間１区分は、午前、午後又は夜間の使用をもってそれぞれ１回と

する。 

５ 早朝区分とは、７時から９時までの時間区分をいう。 

（鉄道残存敷広場条例の一部改正） 

第１６条 鉄道残存敷広場条例（令和７年大分市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

使用料 広場の

名称 

許可単

位区画 
利用区分 金額 摘要 

線路敷

ボード

ウォー

ク広場

広場Ａ 
一般利用 １日につき １,６００円 午前９時から午後

１時までの時間又は

午後１時から午後５

時までの時間のみ使

用する場合の使用料

商業利用 １日につき ６,８００円 

広場Ｂ 
一般利用 １日につき １,２００円 

商業利用 １日につき ５,１２０円 

広場Ｃ 一般利用 １日につき １,３６０円 



商業利用 １日につき ５,７６０円 は、金額の欄に掲げ

る額の半額とする。 
六坊グ

リーン

ウォー

ク広場 

広場Ａ 
一般利用 １日につき １,４４０円 

商業利用 １日につき ６,１６０円 

広場Ｂ 
一般利用 １日につき ２,５６０円 

商業利用 １日につき １０,９６０円 

線路敷

ウエス

トウォ

ーク広

場 

広場Ａ 
一般利用 １日につき １０,７２０円 

商業利用 １日につき ４５,９２０円 

広場Ｂ 
一般利用 １日につき ９,６８０円 

商業利用 １日につき ４１,５２０円 

広場Ｃ 
一般利用 １日につき １,５２０円 

商業利用 １日につき ６,４８０円 

占用料 
大分市道占用料条例（昭和４０年大分市条例第２０号）に規定する占用料の例

による。 

備考  

１ 許可単位区画とは、第４条第２項の規定により市長が定める区画を

いい、行為の許可は、許可単位区画ごとにこれを行う。 

２ 利用区分のうち、商業利用とは許可に係る行為において収入を伴う

ものをいい、一般利用とは商業利用以外の行為をいう。 

（大分市公民館使用料徴収条例の一部改正） 

第１７条 大分市公民館使用料徴収条例（昭和４０年大分市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

種別 区分 使用料 備考 

集会室 一般 １時間につき １,４４０円 １ 使用時間に１時間未満の

端数があるとき、又はその

使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 一般とは、高校生等以外

の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に

達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者を

いう。 

高校生等 １時間につき ７２０円 

会議室、研修室、

講義室、多目的

ホール、多目的

ルーム、プレイ

ルーム、音楽室 

７０平方メートル以上 １時間につき ３７０円 

５０平方メートル以上

７０平方メートル未満 
１時間につき １８０円 

５０平方メートル未満 １時間につき １３０円 

視聴覚室 
７０平方メートル以上 １時間につき ２６０円 



技術工作室 
７０平方メートル未満 １時間につき ２００円 

４ 高校生等及び一般の者が

同時に使用する場合の使用

料は、使用する人数の半数

以上が高校生等である場合

に限り、高校生等が使用す

る場合の使用料とする。 

和室 ３０平方メートル以上 １時間につき ４００円 

３０平方メートル未満 １時間につき １６０円 

調理実習室 １時間につき ２６０円 

別表第２（第２条関係） 

大分市大分中央公民館市民体育館並びに大分市東部公民館市民体育館及び

市民運動広場 

種別 区分 使用料 備考 

市 民 体

育館 

専
用
使
用

フロア全 部の 使

用である場合

一般 １時間につき １,４４０円 １ 使用時間に１時間

未満の端数があると

き、又はその使用時

間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 一般とは、高校生

等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８

歳に達する日以後の

最初の３月３１日ま

での間にある者をい

う。 

４ 高校生等及び一般

の者が同時に使用す

る場合の使用料は、

使用する人数の半数

以上が高校生等であ

る場合に限り、高校

生等が使用する場合

の使用料とする。 

高校生等 １時間につき ７２０円 

フロアの ２分 の

１の使用 であ る

場合

一般 １時間につき ７２０円 

高校生等 １時間につき ３６０円 

個
人
使
用

バドミントン 一般 １面１時間につき ２１０円 

高校生等 １面１時間につき １００円 

卓球 一般 １台１時間につき ２１０円 

高校生等 １台１時間につき １００円 

市民運動広場 一般 １時間につき ３７０円 

高校生等 １時間につき １８０円 

（大分市歴史資料館条例の一部改正） 

第１８条 大分市歴史資料館条例（昭和６１年大分市条例第４６号）の一部を

次のように改正する。 

  第８条第２号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１０条第１号及び第１２条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

区分 常設展示観覧観覧料 

（１人１回につき） 

特別展示観覧観覧料 

（１人１回につき） 

個人 ２０人以上の団体 

一般 ３１０円 ２４０円 その都度市長が別に定める額 



高校生等 １５０円 １２０円 

次の各号のいずれかに該当する者については、観覧料を徴収しない。 

⑴ 子ども（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第２条第１項に規定する子どもをいう。以

下同じ。） 

⑵ 小学生及び中学生（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る。）及び特

別支援学校（小学部及び中学部に限る。）（以下「学校」という。）に就学して

いる者並びにこれらに準ずる者をいう。以下「小学生等」という。） 

⑶ 子どもが在籍する施設の行事として子どもを引率する者 

⑷ 小学生等を学校の教育課程に基づく教育活動として引率する者 

備考 

１ 常設展示観覧とは資料館が平常的に展示する歴史資料等の観覧をい 

 い、特別展示観覧とは資料館が特別に企画展示する歴史資料等の観覧 

 をいう。 

２ 一般とは、高校生等、小学生等及び子ども以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、満１５歳に達する日後最初の４月１日から満１８歳

に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者（小学生等に該当

する者を除く。）をいう。 

別表第２（第５条関係） 

講座室及び

体験講座室

の種別 

使用料 摘要 

第１講座室 １時間につき ３３０円  使用時間に１時間未満の端

数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、

１時間とする。 

第２講座室 １時間につき ２３０円 

体験講座室 １時間につき ２４０円 

 

（大分市海部古墳資料館条例の一部改正） 

第１９条 大分市海部古墳資料館条例（平成１１年大分市条例第４６号）の一

部を次のように改正する。 

  第９条第３号及び第１２条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 



  第１３条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表中「２６０円」を「５４０円」に、 

「 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間とする。 

２ 冷暖房期間中は、左記により算定した使用料の４割に相当す

る額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額）を加算する。 

」を 

「 

 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が

１時間未満のときは、１時間とする 

」に改

める。 

（大分市関崎海星館条例の一部改正） 

第２０条 大分市関崎海星館条例（平成１６年大分市条例第３６号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

施設名 区分 観覧料（１人１回につき） 

個人 １０人以上の団体 

天体観測室 一般 ６３０円 ５００円 

高校生等 ３１０円 ２４０円 

プラネタリウム 一般 ５４０円 ４３０円 

小学生・中学生、高校生

等 
２７０円 ２１０円 

次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者については、観覧料を徴

収しない。 

⑴ 天体観測室 次に掲げる者

ア 子ども（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第２条第１項に規定する子どもをいう。以



下同じ。） 

イ 小学生・中学生 

ウ 子どもが在籍する施設における教育活動及びこれに準ずる行事（以下「教育

活動等」という。）の一環として子どもを引率する者 

エ 小学生・中学生を学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る。）及

び特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）をいう。以下同じ。）の教育課程

に基づく教育活動として引率する者 

⑵ プラネタリウム 次に掲げる者 

ア 子ども 

イ 学校の教育課程に基づく教育活動の一環として観覧する小学生・中学生 

ウ 子どもが在籍する施設における教育活動等の一環として子どもを引率する

者 

エ 小学生・中学生を学校の教育課程に基づく教育活動として引率する者  

備考 

１ 一般とは、小学生・中学生及び高校生等以外の者で満１８歳以上のも

のをいう。 

２ 高校生等とは、満１５歳に達する日後最初の４月１日から満１８歳

に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者（小学生・中学生

に該当する者を除く。）をいう。 

３ 小学生・中学生とは、学校に就学している者及びこれに準ずる者を

いう。 

（大分市立少年自然の家条例の一部改正） 

第２１条 大分市立少年自然の家条例（昭和５０年大分市条例第４２号）の一

部を次のように改正する。 

  第１１条第３号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１３条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表中「５２０円」を「７８０円」に、「２６０円」を「３９０円」に改

める。 

（大分市河原内陶芸楽習館条例の一部改正） 

第２２条 大分市河原内陶芸楽習館条例（平成１２年大分市条例第１７号）の



一部を次のように改正する。 

  第３条第１項各号列記以外の部分中「すべて」を「全て」に改める。 

  第１０条第４号及び第１３条第１号中「き損する」を「毀損する」に改め

る。 

  第１４条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表中「５２,３８０円」を「６７,８１０円」に、「６８,１００円」を

「８８,１６０円」に改める。 

（大分市ふれあい交流宿舎のつはる西部の楽校条例の一部改正） 

第２３条 大分市ふれあい交流宿舎のつはる西部の楽校条例（令和３年大分市

条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

施設名 使用料 摘要 

宿泊室 一般 １人１泊につき ３,５００円 １ 食堂、厨房、体育館及びグラウンド（以下「食

堂等」という。）の使用料を含むものとし、食

堂等のみを使用する場合は、それぞれこの表

に定める額とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者をいう。 

４ 子ども（就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第１項に規定す

る子どもをいう。）が宿泊室を使用する場合の

使用料は、徴収しない。 

高校生等 １人１泊につき １,７５０円 

食堂 無料（食事以外の用途で使用する場合に

あっては、１時間につき１５０円） 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又

はその使用時間が１時間未満のときは、１時間

とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者をいう。 

４ 高校生等及び一般の者が同時に使用する場

合の使用料は、使用する人数の半数以上が高校

生等である場合に限り、高校生等が使用する場

合の使用料とする。 

厨房 １時間につき １２０円 

体育館 一般 １時間につき ４９０円 

高校生等 １時間につき ２４０円 

グ ラ ウ

ンド

一般 １時間につき ２３０円 

高校生等 １時間につき １１０円 

（大分市美術館条例の一部改正） 

第２４条 大分市美術館条例（平成１０年大分市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 



  別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

区分 観覧料（１人１回につき） 

個人 ２０人以上の団体 

常設展示

観覧 

一般 ４４０円 ３５０円 

高校生等 ２２０円 １７０円 

次の各号のいずれかに該当する者については、観覧料を徴収し

ない。 

⑴ 子ども（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条

第１項に規定する子どもをいう。以下同じ。） 

⑵ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に

限る。）及び特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）（以

下「学校」という。）に就学している者又はこれに準ずる者

(以下「小学生等」という。) 

⑶ 子どもが在籍する施設の行事として子どもを引率する者

⑷ 小学生等を学校の教育課程に基づく教育活動として引率

する者 

特別展示観覧 その都度市長が別に定める額 

備考 

１ 常設展示観覧とは美術館が平常的に展示する美術品等の観覧をい

い、特別展示観覧とは美術館が特別に企画展示する美術品等の観覧を

いう。 

２ 一般とは、高校生等、小学生等及び子ども以外の者をいう。 

３ 高校生等とは、満１５歳に達する日後最初の４月１日から満１８歳

に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者（小学生等に該当

する者を除く。）をいう。 

別表第２中「１,１００円」を「２,３１０円」に改め、同表備考を次のよ

うに改める。 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が１時

間未満のときは、１時間とする。 



（アートプラザ条例の一部改正） 

第２５条 アートプラザ条例（平成９年大分市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第８条第３号及び第１０条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１２条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

区分 使用料 摘要 

アートホール １日につき １７,０８０円 

１時間につき ２,１３０円 

使用時間に１時間未満の端

数があるとき、又はその使用

時間が１時間未満のときは、

１時間とする。 

 

市民ギ

ャラリ

ー 

全室 １日につき １３,５２０円 

Ａ室 １日につき ９,４４０円 

Ｂ室 １日につき ４,０８０円 

研修室 １時間につき ５５０円 

実技室 １時間につき ４６０円 
 

（大分市立学校体育館等使用料条例の一部改正） 

第２６条 大分市立学校体育館等使用料条例（昭和４０年大分市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び柔剣道場」を「、柔剣道場及びプール」に改める。 

第３条第１号中「教育団体」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１条に規定する学校」に改める。 

第４条第１項ただし書中「空調設備使用料及び」及び「それぞれ」を削る。 

別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

種別 区分 使用料 備考 

体育館 フロア全部の使用であ

る場合  

一般 １時間につき ７５０円（空調設

備が存しない場合にあっては、

５５０円）  

１ 使用時間に１時間未満の

端数があるとき、又はその使

用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

２ 運動場の照明施設の使用

は、２１時までとする。 

高校生等 １時間につき ３７０円（空調設

備が存しない場合にあっては、

２７０円）  



フロアの２分の１の使

用である場合

一般 １時間につき ３７０円（空調設

備が存しない場合にあっては、２

７０円） 

３ 一般とは、高校生等以外の

者をいう。 

４ 高校生等とは、１８歳に達

する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。 

５ 高校生等及び一般の者が

同時に使用する場合の使用

料は、使用する人数の半数以

上が高校生等である場合に

限り、高校生等が使用する場

合の使用料とする。 

高校生等 １時間につき １８０円（空調設

備が存しない場合にあっては、１

３０円） 

クラブハウス １室 １時間につき ３０円 

教室 １時間につき ３０円 

運動場 一般 １時間につき ５０円 

高校生等 １時間につき ２０円 

運動場照明施設 一般 １時間につき ２,４７０円 

高校生等 １時間につき １,２３０円 

柔剣道

場 

フロア全部の使用であ

る場合

一般 １時間につき ２７０円 

高校生等 １時間につき １３０円 

フロアの２分の１の使

用である場合

一般 １時間につき １３０円 

高校生等 １時間につき ６０円 

プール 温水 一般 １時間につき ２,９３０円  温水とは、ボイラーを使用

してプールの水を加温するこ

とをいう。 
高校生等 １時間につき １,４６０円 

平常 一般 １時間につき １,４７０円 

高校生等 １時間につき ７３０円 

第２７条 大分市立学校体育館等使用料条例の一部を次のように改正する。 

  別表中「（空調設備が存しない場合にあっては、５５０円）」、「（空調

設備が存しない場合にあっては、２７０円）」及び「（空調設備が存しない

場合にあっては、１３０円）」を削る。 

（大分市今市健康増進センター条例の一部改正） 

第２８条 大分市今市健康増進センター条例（平成１６年大分市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、電子情報処理組織を用いて使用許可を受けた場合の当該使用料

は、規則で定める日に納付しなければならない。 

 第３条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項の規定

による使用料の納付の時期を変更することができる。 

第７条第３号及び第１０条第１号中「き損する」を「毀損する」に改める。 



第１１条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

種別 区分 使用料 備考 

体育館 フロア全

部の使用

である場

合 

昼間 一般 １時間につき ６５０円 １ 使用時間に１時間未満の端数

があるとき、又はその使用時間が

１時間未満のときは、１時間とす

る。 

２ 夜間とは、４月から９月までに

あっては１９時から２２時まで、

１０月から３月までにあっては

１８時から２２時までとする。 

３ 一般とは、高校生等以外の者を

いう。 

４ 高校生等とは１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者をいう。 

５ 高校生等及び一般の者が同時

に使用する場合の使用料は、使用

する人数の半数以上が高校生等

である場合に限り、高校生等が使

用する場合の使用料とする。 

高校生等 １時間につき ３２０円 

夜間 一般 １時間につき １,３００円 

高校生等 １時間につき ６５０円 

フロアの

２分の１

の使用で

ある場合 

昼間 一般 １時間につき ３２０円 

高校生等 １時間につき １６０円 

夜間 一般 １時間につき ６５０円 

高校生等 １時間につき ３２０円 

研修室 １時間につき ３０円 

健康増進室 １時間につき ３０円 

第２９条 大分市今市健康増進センター条例の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

種別 区分 使用料 備考 

体育館 フロア全部の使

用である場合 

一般 １時間につき ７５０円 １ 使用時間に１時間未満の端数

があるとき、又はその使用時間

が１時間未満のときは、１時間

とする。 

２ 一般とは、高校生等以外の者

をいう。 

３ 高校生等とは１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者をいう。 

４ 高校生等及び一般の者が同時

に使用する場合の使用料は、使

用する人数の半数以上が高校生

等である場合に限り、高校生等

が使用する場合の使用料とす

る。 

高校生等 １時間につき ３７０円 

フロアの２分の

１の使用である

場合 

一般 １時間につき ３７０円 

高校生等 １時間につき １８０円 

研修室 １時間につき ３０円 

健康増進室 １時間につき ３０円 

（大分市営陸上競技場条例の一部改正） 



第３０条 大分市営陸上競技場条例（昭和４０年大分市条例第５４号）の一部

を次のように改正する。 

  第１１条第１項第１号中「はり紙」を「貼り紙」に改める。 

  第１３条中「き損した」を「毀損した」に改める。 

別表⑴トラック、フィールド、スタンドの項中 

「 

４時間以内 

小、中、高校生等 ６,６００円 

一般 ８,５８０円 

４時間以内 ２８,６００円 

４時間を超え８時間以内 

小、中、高校生等 １１,０００円 

一般 １４,３００円 

４時間を超え８時間以内 ４２,９００円 

延長料１時間につき 

小、中、高校生等 １,６５０円 

一般 ２,１４０円 

延長料１時間につき７,１５０円 

小、中、高校生等 

１人１回 ６０円 

回数券１１枚つづり ６００円 

一般 

１人１回 １４０円 

回数券１１枚つづり １,４００円 

」を 

「 

４時間以内 １２,８７０円 ４時間以内 ３８,６１０円 

４時間を超え８時間以内  １９,３

００円 

４時間を超え８時間以内 ５７,９００円 

延長料１時間につき ３,２１０円 延長料１時間につき９,６３０円 

１人１回 ２１０円 

回数券１１枚つづり ２,１００円 

」に改め、

同表⑵附属施設の項中 



 「 

会議室 大室（７０平方メートル以

上１００平方メートル未

満） 

１室 １時間 ６６０円 

小室（５０平方メートル以

上７０平方メートル未満） 

１室 １時間 ５５０円 

合宿室 中、高校生等 １人１泊 ３３０円 

一般 １人１泊 ６６０円 

放送施設 １回 ３,５７０円 

」を 

 「 

会議室 大室（７０平方メートル以上

１００平方メートル未満） 

１室 １時間 ６４０円 

小室（５０平方メートル以上

７０平方メートル未満） 

１室 １時間 ４１０円 

放送施設 １回 ３,５７０円 

」に、 

 「 

写真判定室 １回 １６,５００円 

トレーニング

ルーム 

中、高校生等 １人１回 ６０円 

回数券 

（１１枚つづり） 

６００円 

一般 １人１回 １４０円 

回数券 

（１１枚つづり） 

１,４００円 

」を 

 「 

写真判定室 １回 １６,５００円 

トレーニング

ルーム 

１人１回 ２１０円 

回数券 

（１１枚つづり） 

２,１００円 

」に、 



「 

１７,９３０円 

１１０,０００円 

１３,８２０円 

８２,５００円 

９,７３０円 

５５,０００円 

５,６３０円 

２７,５００円 

３,５８０円 

１３,７５０円 

」を 

「 

２９,６００円 

１１８,４００円 

２２,２００円 

８８,８００円 

１４,８００円 

５９,２００円 

７,４００円 

２９,６００円 

３,７００円 

１４,８００円 

」に改め、同項摘要の欄中 

「２ １泊は、午前１０時から翌日の午前１０時までとする。 

３ シャワー室を２０人以上で使用する場合は、左記により算定した

使用料の合計額の８割に相当する額とする。 

４ 合宿室の使用に伴いシャワー室を使用する場合の使用料は、徴収

しない。 

５ トラック、フィールド、スタンドの専用使用に伴い会議室、放送

施設及びシャワー室を使用する場合の使用料は、徴収しない。 

６ 夜間照明施設の使用料については、使用許可時間を超えて使用す

る場合、超過時間３０分までごとに左記の金額の５割相当額を加算

する。 

」を 



「２ シャワー室を２０人以上で使用する場合は、左記により算定した

使用料の合計額の８割に相当する額（１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）とする。 

３ トラック、フィールド、スタンドの専用使用に伴い会議室、放送

施設及びシャワー室を使用する場合の使用料は、徴収しない。 

」に 

改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 

１ 高校生等が競技場（⑵附属施設の項に掲げる会議室、放送施設、シ

ャワー室及び写真判定室並びに⑶附属器具の項に掲げる器具を除く。）

を使用する場合（高校生等及び高校生等以外の者が同時に使用する場

合であって、使用する人数の半数以上が高校生等であるときを含む。）

の使用料は、別表の規定により算定した額の半額（１０円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

（大分市営温水プール管理条例の一部改正） 

第３１条 大分市営温水プール管理条例（昭和４９年大分市条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

  第１０条第１項第１号中「はり紙」を「貼り紙」に改める。 

  第１２条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

  別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

１ 個人使用料 

（通常料金） 

区分 金額 

一般 １人１回 ３６０円 



高校生等 １人１回 １８０円 

（回数券の料金） 

区分 金額 

一般（１１枚つづり） ３,６００円 

高校生等（１１枚つづり） １,８００円 

 ２ 団体使用料 

区分 金額 

一般３０人以上 １人１回 ２８０円 

高校生等３０人以上 １人１回 １４０円 

 ３ 専用使用料 

区分 金額 摘要 

一般 １時間 ４,４９０円 １ プールの水替えを指定した場

合は、その実費を徴収する。 

２ 高校生等及び一般の者が同時

に使用する場合の使用料は、使用

する人数の半数以上が高校生等

である場合に限り、高校生等のみ

で使用する場合の使用料とする。 

高校生等 １時間 ２,２４０円 

 ４ 会議室 

区分 金額 

１時間 ３９０円 

 備考 

１ 一般とは、高校生等以外の者をいう。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

３ 専用使用及び会議室の使用のための準備及び原状回復の時間は、利

用時間に含む。 

４ 専用使用時間及び会議室使用時間に１時間未満の端数があるとき、

又はその使用時間が１時間未満のときは、１時間とする。 

（ハウス大分川条例の一部改正） 

第３２条 ハウス大分川条例（平成１０年大分市条例第２号）の一部を次のよ



うに改正する。 

  第７条第３号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

  第１０条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表ハウス大分川を艇庫として使用する場合の項中「５５０円」を

「８２０円」に、「１,１００円」を「１,６５０円」に、「１,４３０円」

を「２,１４０円」に改め、同表ハウス大分川を艇庫以外に使用する場合

の項中「１,１００円」を「１,６５０円」に改める。  

（大分市スポーツ施設条例の一部改正） 

第３３条 大分市スポーツ施設条例（平成１５年大分市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

別表１大分市西部スポーツ交流ひろば使用料の項中 

 「 

１時間につき １,３５０円 １時間につき １,１５０円 

１時間につき ３１０円 １時間につき １,６３０円 

」を 

 「 

１時間につき ２,０２０円 １時間につき ２,４７０円 

１時間につき ４６０円 

」に改め、

同表２大分市佐賀関田中屋内運動場使用料の項及び３大分市野津原運動場使

用料の項を次のように改める。 

２ 大分市佐賀関田中屋内運動場使用料 

区分 使用料 備考 

体育館 フロアの全部の使用である場合 １時間につ

き １,３２０円 

１ 使用時間に１時間未満の

端数があるとき、又はその

使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合

は、最高入場料金の５０人

フロアの２分の１の使用である場合 １時間

につき ６６０円 

バドミントン１面 １時間につき ２２０円 

卓球台１台 １時間につき １１０円 



アマチュアスポーツ以外に使用する場合 １

時間につき ２,６４０円 

分を加算するものとする。 

３ 大分市野津原運動場使用料 

区分 使用料 照明施設使用料 備考 

第１球場 １時間につき 

４６０円 

１時間につき 

２,４７０円 

１ 使用時間に１時間未満の端数が

あるとき、又はその使用時間が１時

間未満のときは、１時間とする。 

２ 入場料を徴収する場合は、最高入

場料金の５０人分を加算するもの

とする。 

第２球場 １時間につき 

４６０円 

グラウンド １時間につき 

４６０円 

別表４大分市国分多目的運動広場使用料の項中「３１０円」を「４６０円」

に改め、同表５大分市大志生木テニスコート使用料の項中「１６０円」を

「４４０円」に改め、同表６大分市大在東グラウンド使用料の項中「２,１４０

円」を「３,２１０円」に、「３４０円」を「１１０円」に改め、同表に備考

として次のように加える。 

備考 

１ 高校生等がスポーツ施設（会議室を除く。）を使用する場合（高校生

等及び高校生等以外の者が同時に使用する場合であって、使用する人数

の半数以上が高校生等であるときを含む。）の使用料は、使用料の欄及

び照明施設使用料の欄に掲げる額の半額（１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者をいう。 

（大分市大洲総合体育館条例の一部改正） 

第３４条 大分市大洲総合体育館条例（令和元年大分市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「、「使用料」とあるのは「利用料金」と」の次に「、

同条第４項中「使用料」とあるのは「利用料金」と」を加える。 

別表を次のように改める。 



別表（第３条関係） 

施設名 区分 単位 使用料 摘要 

大体育室 アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 

フロアの全部の使用で

ある場合 １時間 

６,９８０円 １ 必要体育器具の使用料を含む。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のと

きは、１時間とする。 

３ その他に使用する場合で土曜日、日曜

日又は祝日（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休

日をいう。以下同じ。）に使用するとき

は、左記により算定した使用料の３割に

相当する額（その額に１０円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）

を加算する。 

４ 入場料を徴収する場合は、大体育室に

あっては最高入場料金の１００人分を、

小体育室にあっては最高入場料金の３０

人分を加算するものとする。 

５ 左記の使用料により難い場合であって

市長が特に必要があると認めるときは、

左記の使用料の額を基準として市長が別

に定める額を使用料とする。 

フロアの２分の１の使

用である場合 １時間 

３,４９０円 

フロアの３分の１の使

用である場合 １時間 

２,３２０円 

その他に使用す

る場合 

１時間 ２７,７８０円 

小体育室 アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 

フロアの全部の使用で

ある場合 １時間 

１,９７０円 

フロアの２分の１の使

用である場合 １時間 

９８０円 

その他に使用す

る場合 

１時間 ８,０５０円 

柔道場、

剣道場 

専用

使用 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

フロアの全部の使用で

ある場合 １時間 

２,２９０円 １ 必要体育器具の使用料を含む。 

２ 専用使用において、使用時間に１時間

未満の端数があるとき、又はその使用時

間が１時間未満のときは、１時間とする。 

３ 個人使用において、使用時間に２時間

未満の端数があるとき、又はその使用時

間が２時間未満のときは、２時間とする。 

４ その他に使用する場合で土曜日、日曜

日又は祝日に使用するときは、左記によ

り算定した使用料の３割に相当する額

（その額に１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）を加算する。 

５ 入場料を徴収する場合は、最高入場料

金の３０人分を加算するものとする。 

フロアの２分の１の使

用である場合 １時間 

１,１４０円 

その他に

使用する

場合 

１時間 ９,２７０円 

個人

使用 

２時間 ２３０円 

大体育

室、小体

育室、剣

道場 

卓球 １台 １時間 ３２０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

 

大体育

室、小体

育室 

バドミントン １面 １時間 ６５０円 

クライミ

ングウォ

ール 

専用使用 照明設備を使用する場

合 １時間 

９４０円 

照明設備を使用しない

場合 １時間 

４６０円 

個人使用 照明設備を使用する場

合 １時間 

１５０円 



照明設備を使用しない

場合 １時間 

９０円 

ボルダリ

ングウォ

ール 

専用使用 館内ボルダリングウォ

ールを使用する場合 

１時間 

５２０円 

屋外ボルダリングウォ

ールを使用する場合 

１時間 

２６０円 

個人使用 館内ボルダリングウォ

ールを使用する場合 

１時間 

２２０円 

屋外ボルダリングウォ

ールを使用する場合 

１時間 

１１０円 

トレーニングルーム １人２時間 ４９０円 使用時間に２時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が２時間未満のとき

は、２時間とする。 

回数券 １１枚つづり 

４,９００円 

第１会議室 １時間 ３９０円 使用時間に１時間未満の端数があると

き、又はその使用時間が１時間未満のとき

は、１時間とする。 

第２会議室 １時間 １６０円 

第１研修室 １時間 ４８０円 

第２研修室 １時間 ４８０円 

役員控室 １時間 ４８０円 

備考 

１ 高校生等が施設（第１会議室、第２会議室、第１研修室、第２研修

室及び役員控室を除く。）を使用する場合（高校生等及び高校生等以

外の者が同時に使用する場合であって、使用する人数の半数以上が高

校生等であるときを含む。）の使用料は、使用料の欄に掲げる額の半

額（１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 高校生等とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第１１条、第２０条、第２５

条、第３０条、第３１条及び第３４条の規定並びに第３項の規定 令和８



年４月１日 

⑵ 第１２条の規定及び第４項の規定 公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において規則で定める日 

⑶ 第２７条及び第２９条の規定並びに第５項の規定 公布の日から起算し

て１年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日 

（経過措置） 

２ 改正後の大分市市民行政センター条例、大分市市民センター条例、のつは

る天空広場条例、大分市葬斎場条例、大分市高崎山自然動物園条例、祝祭の

広場条例、大分市大分駅前広場条例、鉄道残存敷広場条例、大分市公民館使

用料徴収条例、大分市歴史資料館条例、大分市海部古墳資料館条例、大分市

立少年自然の家条例、大分市河原内陶芸楽習館条例、大分市ふれあい交流宿

舎のつはる西部の楽校条例、大分市美術館条例、ハウス大分川条例及び大分

市スポーツ施設条例並びに第１０条の規定による改正後の大分市都市公園条

例（別表第２中自由広場の項、テニスコート（津留運動公園に存するものに

限る。）の項、自由広場照明施設の項及びテニスコート照明施設の項の規定

を除く。）、第２６条の規定による改正後の大分市立学校体育館等使用料条

例及び第２８条の規定による改正後の大分市今市健康増進センター条例の規

定は、この条例の施行の日以後の申請その他の行為に係る使用料その他の徴

収金について適用し、同日前の申請その他の行為に係る使用料その他の徴収

金については、なお従前の例による。 

３ 改正後のホルトホール大分条例、コンパルホール条例、平和市民公園能楽

堂条例、大分市宇曽山荘条例、大分市丹生温泉施設条例、大分市関崎海星館

条例、アートプラザ条例、大分市営陸上競技場条例、大分市営温水プール管

理条例（別表会議室の項の規定を除く。）及び大分市大洲総合体育館条例（別

表役員控室の項の規定を除く。）並びに第１１条の規定による改正後の大分

市都市公園条例の規定は、第１項第１号に規定する日以後の申請その他の行



為に係る使用料その他の徴収金（指定管理者が収入する利用料金を除く。以

下この項において同じ。）について適用し、同日前の申請その他の行為に係

る使用料その他の徴収金については、なお従前の例による。 

４ 第１２条の規定による改正後の大分市都市公園条例の規定は、第１項第２

号に規定する日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係

る使用料については、なお従前の例による。 

５ 第２７条の規定による改正後の大分市立学校体育館等使用料条例及び第

２９条の規定による改正後の大分市今市健康増進センター条例の規定は、第

１項第３号に規定する日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の

申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

６ 第３１条の規定による改正後の大分市営温水プール管理条例（以下「改正

後の温水プール条例」という。）別表に掲げる会議室及び第３４条の規定に

よる改正後の大分市大洲総合体育館条例（以下「改正後の大洲体育館条例」

という。）別表に掲げる役員控室に係る使用料その他の徴収金の徴収につい

ては、第１項第１号に規定する日前においても、改正後の温水プール条例別

表及び改正後の大洲体育館条例別表の規定の例により行うことができる。 

提案理由 

大分市市民行政センター等の施設の使用料の額の改定等をいたしたく本案を

提出する。 



議第 ７４ 号 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正について 

 大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

                                  大分市長 足 立 信 也    

 

 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

分市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の５の項を次のように改める。 

５ 削除  

別表第２の１別表第１の右欄に掲げる事務関係の部２の項中「生活保護法に

よる」を「生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による」に改め、同部５

の項を次のように改める。 

５ 削除   

別表第２の１別表第１の右欄に掲げる事務関係の部１１の項中「児童扶養手

当関係情報」を「児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報（以

下「児童扶養手当関係情報」という。）」に改める。 

別表第２の２法別表の下欄に掲げる事務及び準法定事務関係の部３の項の次

に次のように加える。 

３の２ 市長 生活保護法に準じて実

施する生活に困窮する

外国人に対する生活保

護の措置に関する事務 

医療保険給付関係情報、労働者災

害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）による給付の支給に関す

る情報、災害救助法（昭和２２年    



 であって規則で定める

もの 

法律第１１８号）による救助若し

くは扶助金の支給に関する情報、

児童福祉法による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付若しくは

障害児入所給付費の支給に関す

る情報、障害者関係情報、療育手

帳に関する情報、生活保護関係情

報、地方税関係情報、社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）によ

る生計困難者に対して無利子若

しくは低利で資金を融通する事

業の実施に関する情報、戦傷病者

戦没者遺族等援護法（昭和２７年

法律第１２７号）による援護に関

する情報、国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）、私立学校教

職員共済法、厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）、国家

公務員共済組合法若しくは地方

公務員等共済組合法による年金

である給付の支給若しくは保険

料の徴収に関する情報、特別支援

学校への就学奨励に関する法律

（昭和２９年法律第１４４号）に

よる特別支援学校への就学のた

め必要な経費の支弁に関する情

報、学校保健安全法（昭和３３年

法律第５６号）による医療に要す

る費用についての援助に関する

情報、児童扶養手当関係情報、母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和３９年法律第１２９号）による

資金の貸付け若しくは給付金の

支給に関する情報、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律によ

る特別児童扶養手当、障害児福祉

手当若しくは特別障害者手当若

しくは昭和６０年法律第３４号

附則第９７条第１項の福祉手当     



の支給に関する情報、母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）に

よる養育医療の給付若しくは養

育医療に要する費用の支給に関

する情報、労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法

律（昭和４１年法律第１３２号）

による職業転換給付金の支給に

関する情報、住民票関係情報、地

方公務員災害補償法（昭和４２年

法律第１２１号）による公務上の

災害若しくは通勤による災害に

対する補償に関する情報、児童手

当法（昭和４６年法律第７３号）

による児童手当の支給に関する

情報、雇用保険法（昭和４９年法

律第１１６号）による給付の支給

に関する情報、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法

律による永住帰国旅費、自立支度

金、一時金若しくは一時帰国旅費

の支給に関する情報、中国残留邦

人等支援給付等関係情報、原子爆

弾被爆者に対する援護に関する

法律（平成６年法律第１１７号）

による一般疾病医療費若しくは

手当等の支給に関する情報、介護

保険給付等関係情報、厚生年金保

険制度及び農林漁業団体職員共

済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律（平成１３年

法律第１０１号）による年金であ

る給付の支給に関する情報、特定

障害者に対する特別障害給付金

の支給に関する法律（平成１６年 



法律第１６６号）による特別障害

給付金の支給に関する情報、障害

者自立支援給付関係情報、石綿に

よる健康被害の救済に関する法

律（平成１８年法律第４号）によ

る特別遺族給付金の支給に関す

る情報、職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援に関す

る法律（平成２３年法律第４７

号）による職業訓練受講給付金の

支給に関する情報、難病の患者に

対する医療等に関する法律（平成

２６年法律第５０号）による特定

医療費の支給に関する情報、大分

市営住宅条例による住宅の管理

に関する情報、大分市地域特別賃

貸住宅条例による地域特別賃貸

住宅の管理に関する情報又は大

分市従前居住者用賃貸住宅条例

による従前居住者用賃貸住宅の

管理に関する情報であって規則

で定めるもの 

別表第３の１の項を次のように改める。 

１ 削除 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正等に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。  



議第 ７５ 号 

大分市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 大分市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

 大分市長 足 立 信 也    

 

 

大分市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

大分市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年大分市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

第１９条の３を第１９条の４とする。 

第１９条の２第１項中「申告、請求又は申出（次条において「請求等」とい

う。）」を「請求等」に改め、同条を第１９条の３とし、第１９条の次に次の

１条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１９条の２ 任命権者は、大分市職員の育児休業等に関する条例（平成４年

大分市条例第１号。以下「育児休業条例」という。）第２４条第１項の措置

を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項にお

いて「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

⑴ 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出

生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

⑵ 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）

に係る申出職員の意向を確認するための措置 

⑶ 育児休業条例第２４条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況又



は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に

発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支

障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための

措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対

象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

⑴ 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育

児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

⑵ 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための

措置 

⑶ 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の

家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と

家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意

向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事

項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において

も、この条例による改正後の第１９条の２第２項の規定の例により、同項各

号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた

措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。 



提案理由 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。  



議第 ７６ 号 

大分市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 大分市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也

大分市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

大分市職員の育児休業等に関する条例（平成４年大分市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「及び第２項の」を「から第３項まで及び第５項の」に改める。 

第３条第６号中「第２条の４」を「前条」に改める。 

第２０条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「を除く」の次に

「。次条において同じ」を加える。 

第２１条の見出しを「（第１号部分休業の承認）」に改め、同条第１項を次

のように改める。 

  育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に

規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分を

単位として行うものとする。 

第２１条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同

条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２１条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同

条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、

１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっ



ては、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することが

できる。 

⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合で

あって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務

時間の時間数 

⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当

該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２１条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年

４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として

条例で定める時間） 

第２１条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を

基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める時間とする。 

⑴ 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

⑵ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を

乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２１条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶

者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条

第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたこと

により同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしな

ければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障

が生じると任命権者が認める事情とする。 

 第２２条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部



分休業（以下「部分休業」という。）」に改める。 

 第２３条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第２３条 育児休業法第１９条第６項において準用する同法第５条第２項の条

例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間における部分休業の

承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の第２１条の４の規定

の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間

４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 

 

 

 

 

提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をいた

したく本案を提出する。 



議第 ７７ 号 

大分市税条例等の一部改正について 

 大分市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也    

 

 

大分市税条例等の一部を改正する条例 

 （大分市税条例の一部改正） 

第１条 大分市税条例（昭和３８年大分市条例第１０７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示

事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年

総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定す

る方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとる

とともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行なう」を「掲

示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする」に

改める。 

第１０条中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に、「理由」を「事由」に改め、「場

合」の次に「においてその旨」を加える。 

第１４条各号列記以外の部分中「納付書又は」を「納付書若しくは」に、「納

入書又は」を「納入書若しくは」に改める。 

第１４条の２中「、第１１６条の１４第２項及び附則第５条の２第１項」

を「及び第１１６条の１４第２項」に改める。 



第２２条中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。 

第３０条第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法

第３１４条の２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族

特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第

３１条の２第１項第３号及び第３１条の３第１項において同じ。）（前年の

合計所得金額が８５０,０００円以下であるものに限る。）に係るものを除

く。）」を加える。 

第３１条の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加え

る。 

第３１条の３第１項各号列記以外の部分中「者に限る。）」の次に「若し

くは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

８５０,０００円以下であるものに限る。）」を加え、同項第３号中「扶養親

族」の次に「又は特定親族」を加える。 

第６７条第１号エ中「特定小型原動機付自転車」の次に「（第７３条第２

項において「特定小型原動機付自転車」という。）」を加える。 

第７３条第１項第１号中「で、当該身体障害者」の次に「、当該精神障害

者」を加え、同条第２項各号列記以外の部分中「身体障害者又は」を「身体

障害者等若しくは」に、「を提示する」を「又はこれらの者の特定免許情報

（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同

じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項

に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）を提示する」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、特定小型原動機付自転車に対して課する種別割の減免を受けよう

とする場合には、運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示し、及

び申請書に第５号に掲げる事項を記載することを要しない。 



第７３条第２項第５号中「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法

第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号において「免

許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情

報記録の」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、

当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するた

めに必要な措置を受けなければならない。 

  附則第２０条第１項各号列記以外の部分中「規定する特定業務施設」の次

に「及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新

設に併せて整備されるもの」を加え、「「特別償却設備」を「「地方活力向

上地域特別償却設備」に、「当該特別償却設備」を「当該地方活力向上地域

特別償却設備」に改め、同条第２項中「特別償却設備」を「地方活力向上地

域特別償却設備」に改める。 

附則第２０条の２第１項中「令和７年３月３１日」を「令和１０年３月

３１日」に、「起算して５年内」を「令和１０年３月３１日まで」に改める。 

附則第２５条の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第２５条の２ 令和８年４月１日以後に第７５条の２第１項の売渡し又は同

条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）

が行われた加熱式たばこ（第７５条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、

第７６条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この

条において同じ。）に係る第７７条第１項の製造たばこの本数は、同条第

３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第７５条第１号アに掲げる

紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によるも



のとする。 

⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を

原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻

いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行

規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱することによ

って喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分

の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０.３５グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たば

この１本当たりの重量が０.３５グラム未満である場合にあっては、当該

加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の 

０.２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加

熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合に

あっては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０

本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用

を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のも

のの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が

行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこ

の品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

に０.１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとす

る。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造た



ばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同

号ただし書の規定は、適用しない。 

⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造

たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式

たばこ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であ

って当該加熱式たばこのみの品目のもの 

（大分市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大分市税条例の一部を改正する条例（令和６年大分市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

  第２７条の改正規定を次のように改める。 

  第２７条第１項各号列記以外の部分中「若しくは金銭」を削り、同項第３

号中「第７８条第３項に規定する特定公益信託」を「第７８条第２項第４号

に掲げる寄附金のうち、同法第１１条第２項に規定する公益信託」に、「大

分県知事又は大分県教育委員会の所管に属する」を「行政庁が大分県知事で

ある」に、「金銭」を「もの」に改め、同項第５号中「又は金銭」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中大分市税条例第２２条、第３０条第１項ただし書、第３１条の

２第１項第３号及び第３１条の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規

定 令和８年１月１日 

⑵ 第１条中大分市税条例附則第２５条の次に１条を加える改正規定及び附

則第６条の規定 令和８年４月１日 

⑶ 第１条中大分市税条例第７条及び第１０条の改正規定並びに次条の規定 



地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第

１２号に掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大分市税条例（以下「新条例」という。）

第７条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達に

ついて適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２２条及び第３０条第１項ただし書の規定は、令和８年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３０条第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定

親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３１条の２第１項

第３号及び第３１条の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が

８５０,０００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるの

は、「特定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第３１条の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行の日（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第

３０条第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３１条の２

第１項及び第３項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払

を受けるべき第１条の規定による改正前の大分市税条例（以下「旧条例」と

いう。）第３０条第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第

３１条の２第１項及び第３項の規定による申告書については、なお従前の例

による。 

４ 新条例第３１条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的



年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３１条の３第

１項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき

公的年金等について提出した旧条例第３１条の３第１項の規定による申告書

については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７３条第１項第１号の規定は、令和６年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例附則第２０条の規定は、令和６年４月１９日以後に新設され、

又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設

備については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第２０条の２の規定は、この条例の施行の日前に対象施設を設

置した承認地域経済牽引事業者に対しても適用する。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第２５条の２

第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たば

こ税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、大分市税条例第７５条

の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱

式たばこに係る同条例第７７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及

び新条例附則第２５条の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本

数の合計数によるものとする。 

⑴ 大分市税条例第７７条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例

附則第２５条の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同



じ。）の本数に０.５を乗じて計算した製造たばこの本数 

⑵ 新条例附則第２５条の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０.５

を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。 



議第 ７８ 号 

大分市障害者自立支援協議会条例の一部改正について 

 大分市障害者自立支援協議会条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也○○○ 

 

 

大分市障害者自立支援協議会条例の一部を改正する条例 

大分市障害者自立支援協議会条例（平成２４年大分市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１号中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に

伴い、規定の整備をいたしたく本案を提出する。 

 

 

 

 

 



議第 ７９ 号 

大分いこいの道広場条例の一部改正について 

大分いこいの道広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

 大分市長 足 立 信 也 

大分いこいの道広場条例の一部を改正する条例 

大分いこいの道広場条例（平成２６年大分市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条ただし書中「第２項」を「第３項の許可及び第５条第１項又は第２項」

に改め、同条第１号中「き損し」を「毀損し」に改め、同条中第１１号を第

１４号とし、第１０号の次に次の３号を加える。 

⑾ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為をすること。 

⑿ 商品、店舗等の紹介若しくは勧誘をし、又はこれらに関するちらし、物

品等を配布すること。 

⒀ 演説、集会その他個人及び特定の団体の主義及び主張を訴える行為をす

ること。 

第４条第１項第３号中「興業」を「興行」に改め、同条第３項中「前２項」

を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」

を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 前項の許可は、市長が定める区画を単位として行うものとする。 

第５条を次のように改める。 

（占用の許可） 

第５条 次に掲げる物件又は施設を設けるために継続して広場の一部を占用し



ようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

⑴ 電線、通信線その他これらに類する物件

⑵ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

⑶ 工事用の足場、防護柵その他これらに類する施設

⑷ 看板その他これらに類する物件

⑸ その他市長が特に必要と認めるもの

２ 前項の許可を受けた者（以下「占用者」という。）は、当該許可を受けた

事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の許可（以下「占用の許可」という。）を与える場合にお

いて管理上必要があると認めるときは、当該占用の許可に係る占用について

条件を付すことができる。 

第１３条を第１４条とする。 

第１２条中「使用者」を「使用者等」に、「き損し」を「毀損し」に改め、

同条に次の１項を加える。 

２ 使用者等は、行為等の許可に係る行為等により市又は第三者に損害を与え

たときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

第１２条を第１３条とする。 

第１１条第１項各号列記以外の部分中「行為」を「行為等」に改め、「退去」

の次に「若しくは物件若しくは施設の撤去」を加え、「使用者」を「使用者等」

に改め、同項第２号中「第４条第３項」を「第４条第４項又は第５条第３項」

に改め、同条第２項中「行為」を「行為等」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１０条中「使用者」を「使用者等」に、「行為の」を「行為等の」に、「係

る行為」を「係る行為等」に、「当該行為」を「当該行為等」に改め、同条を

第１１条とする。 

 第９条の見出し中「行為」を「行為等」に改め、同条各号列記以外の部分中

「許可」の次に「及び占用の許可（以下「行為等の許可」という。）」を加え、



同条第１号中「当該行為」の次に「又は占用（以下「行為等」という。）」を

加え、同条第３号中「き損し」を「毀損し」に改め、同条第６号中「管理上」

を「広場の管理上」に改め、同条を第１０条とする。 

 第８条の見出し中「使用権」を「権利」に改め、同条中「使用者」を「使用

者等」に改め、「行為の」を削り、同条を第９条とする。 

 第７条（見出しを含む。）中「使用料」を「使用料等」に改め、同条を第８

条とする。 

 第６条（見出しを含む。）中「使用料」を「使用料等」に改め、同条を第７

条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（使用料等） 

第６条 使用者及び占用者（以下「使用者等」という。）は、別表に定める使

用料又は占用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料及び占用料（以下「使用料等」という。）は、許可の際に納

付しなければならない。ただし、占用料において、占用の期間が１年を超え

るときは、その初年度分については許可の際に、次年度以降の分については

当該年度分をその年度の５月末日（その日が民法（明治２９年法律第８９号）

第１４２条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日）

までに納付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項の規定に

よる使用料等の納付の時期を変更することができる。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

使用料 

許可単

位区画 
利用区分 

使用時間 

午前 午後 夜間 全日 

９：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１７：００～ 

２０：００ 

９：００～ 

２０：００ 

広場Ａ 
一般利用 ２１,０００円 ２１,０００円 １５,７５０円 ５７,７５０円 

商業利用 ３８,２４０円 ３８,２４０円 ２８,６８０円 １０５,１６０円 



広場Ｂ 
一般利用 ８,４００円 ８,４００円 ６,３００円 ２３,１００円 

商業利用 １５,２８０円 １５,２８０円 １１,４６０円 ４２,０２０円 

広場Ｃ 
一般利用 １６,８００円 １６,８００円 １２,６００円 ４６,２００円 

商業利用 ３０,６００円 ３０,６００円 ２２,９５０円 ８４,１５０円 

附属設備等 規則で定める額 

占用料 大分市道占用料条例（昭和４０年大分市条例第２０号）に規定する占用料の例による。 

備考 

１ 許可単位区画とは、第４条第２項の規定により市長が定める区画をい

い、行為の許可は、許可単位区画ごとにこれを行う。 

２ 利用区分のうち、商業利用とは許可に係る行為において収入を伴うも

のをいい、一般利用とは商業利用以外の行為をいう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料につ

いて適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

提案理由 

大分いこいの道広場の使用料の額を改定するとともに、占用の許可に係る規

定を定めたく本案を提出する。 



議第 ８０ 号 

大分市医療扶助審議会条例の廃止について 

大分市医療扶助審議会条例を廃止する条例を次のように定める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也

大分市医療扶助審議会条例を廃止する条例 

大分市医療扶助審議会条例（平成８年大分市条例第３１号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改

○正）

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償に関する条例（昭和

４０年大分市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

「

医療扶助審議会委員 〃 １０,４００円 〃 

障害支援区分

判定審査会委

員 

会長、副会長、

委員長及び副

委員長 

〃 １８,０００円 〃 

委員 〃 １５,０００円 〃 

」を 



「 

障害支援区分

判定審査会委

員 

会長、副会長、

委員長及び副

委員長 

〃 １８,０００円 〃 

委員 〃 １５,０００円 〃 

                                 」に 

改める。 

 

 

 

 

提案理由 

大分市医療扶助審議会を廃止いたしたく本案を提出する。 



議第 ８１ 号 

市有財産の処分について 

 次のように市有財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大分市条例第２６号）第３条

の規定により議決を求める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也

１ 名 称  令和７年度大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰 

２ 売 却 価 額  キログラム当たり ４,７５２円

予定数量 １２,２８０キログラム

３ 処 分 の 方 法  一般競争入札による売却 

４ 処分の相手方  福岡県太宰府市大字北谷７１３番地１ 

横浜金属商事株式会社 福岡事業所 

取締役 長谷川 駿 義 

提案理由 

 令和７年度大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰を処分いたしたく本案を提

出する。 



議第 ８２ 号 

工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也    

 

 

１ 契約の目 的   大分市立荏隈小学校屋内運動場長寿命化改修工事    

２ 工事の概 要   長寿命化改修工事 

           鉄骨一部鉄筋コンクリート平家建 

           延面積 ８８６平方メートル 

          増築工事 

           プレハブ平家建 

延面積 ８.９平方メートル 

３ 契約の方 法   一般競争入札 

４ 契約の金 額   ２３８,４７７,８００円 

５ 工    期  着工 本契約成立後契約担当者の指定する日 

          完成 令和８年２月２７日 

６ 契約の相手方  大分市城崎町一丁目３番２８号 

豊國建設株式会社 

代表取締役 池 邉 紘一郎 

   

 

提案理由 

大分市立荏隈小学校屋内運動場長寿命化改修工事について請負契約を締結い

たしたく本案を提出する。 



議第 ８３ 号 

工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也    

 

 

１ 契約の目 的   大分市立別保小学校屋内運動場長寿命化改修工事    

２ 工事の概 要   長寿命化改修工事 

           鉄骨一部鉄筋コンクリート平家建 

           延面積 ８８６平方メートル 

３ 契約の方 法   一般競争入札 

４ 契約の金 額   ２１８,９３２,０３２円 

５ 工    期  着工 本契約成立後契約担当者の指定する日 

          完成 令和８年２月２７日 

６ 契約の相手方  大分市大字中戸次４４６３番地の１ 

ＡＮＡＩ株式会社 

代表取締役 穴 井 繁 敏 

   

 

 

 

提案理由 

大分市立別保小学校屋内運動場長寿命化改修工事について請負契約を締結い

たしたく本案を提出する。 

 



議第 ８４ 号 

   市道路線の認定について 

 市道路線を次のように認定する。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也    

 

 

 認定する市道路線 

図面

番号 
路線名 起点 終点 

 細２３号線 大字細 大字細 

    

１ 寒田１０号線 大字寒田 大字寒田 

２ 寒田１１号線 大字寒田 大字寒田 

３ 寒田１２号線 大字寒田 大字寒田 

    

 葛木８号線 大字葛木 大字葛木 

    

 城原２０号線 大字城原 大字城原 

    

 南７号線 大字南 大字南 

 

 



提案理由 

 市道路線を認定いたしたく道路法第８条第２項の規定により本案を提出す

る。 













報第 ９ 号 

専決処分した事件の承認について 

大分市税条例の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定に基づき令和７年３月３１日をもって次のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也

大分市税条例の一部を改正する条例 

大分市税条例（昭和３８年大分市条例第１０７号）の一部を次のように改正

する。 

第６７条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウ

に掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」

を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イ

の次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０.１２５リットル以下かつ最高出力が４.０キ

ロワット以下のもの 年額 ２,０００円

第７２条の２第２項第５号中「定格出力」の次に「（第６７条第１号ウに掲

げる原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

附則第１４条の２第１６項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第

３７項」に改める。 

附則第１４条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項を同条第１４

項とし、同条第１２項の次に次の１項を加える。 

１３ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係

る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合にお



いても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第

１５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号

に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の

９の３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定に

かかわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

附則第１９条の４中「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しく

は第４５項」を「第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第

４４項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大分市税条例（以下「新条例」という。）第

６７条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別

割については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和７年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 



報第 １０ 号 

専決処分した事件の承認について 

 大分市国民健康保険税条例の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき令和７年３月３１日をもって次

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和７年６月９日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

大分市国民健康保険税条例（昭和３８年大分市条例第１２０号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第２項ただし書中「６５０,０００円」を「６６０,０００円」に改め、 

同条第３項ただし書中「２４０,０００円」を「２６０,０００円」に改める。 

 第２４条第１項各号列記以外の部分中「６５０,０００円」を「６６０,０００

円」に、「２４０,０００円」を「２６０,０００円」に改め、同項第２号中

「２９５,０００円」を「３０５,０００円」に改め、同項第３号中「５４５,０００

円」を「５６０,０００円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大分市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 




